	
固定資産評価審査決定書
　

	
審査申出人
　（住所または居所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　
　（氏名または名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　年　　月　　日付けで提出された固定資産評価審査申出書について、本委員会は、審査の結果、
次のとおり決定しましたので、地方税法第433条第12項の規定により、通知します。

	審査申出に係る固定資産の表示
	台帳登録価格
（評価額）
	審　　査　　決　　定

	
	
	
	

	

	

　　　　　　　　　　円


	
	


	
	

	
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
上記のとおり決定する。
　　
年　　月　　日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市固定資産評価審査委員会　　印





	
備考　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市固定資産評価審査委員会となります。)、提起することができます。
　


様式第23号(第19条関係)
